
 

 

 

 

茅ヶ崎市 

スポーツ振興基本計画 

（改訂版） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市 

 



  

 

 

 

 



 

 

 

   

 

1    ─ ⌐№√∫≡ ················· 1 

  ─  ................................ .................  1 

  ─  ................................ .................  2 

  ☻ⱳכ♠ ─ ≤  ................................ .......  4 

  ─ ≠↑ ................................ .................  5 

  ─  ................................ .....................  6 
 

2    ﬞ ─  ······················· 7 

  ─  ................................ ...................  7 

  ☻ⱳכ♠ ─  ................................ ...........  10 

  ─  ................................ .................  17 
 

3    ─ ⌂ ⅎ  ················· 18 

   ................................ .......................  18 

   ................................ .......................  19 

   ................................ .......................  20 

  ─  ................................ .....................  22 
 

4    ─  ··························· 23 

 ꜝ▬ⱨ☻♥כ☺⌐ ∂√ ☻ⱳכ♠─ ≤ ≠ↄ╡ ....  23 

施策の方向① 市民の健康・体力づくりの推進 ........................  29 

施策の方向② 子どものスポーツへの興味・関心の高揚 .................  30 

 



  

 

 

 

 

 

 

施策の方向③ 高齢者のスポーツ活動の推進を通した健康づくり・ 

介護予防 ................................ ............  32 

施策の方向④ 障害者のスポーツ・レクリエーションへの参加促進 .......  33 

施策の方向⑤ スポーツに親しむきっかけの提供.......................  34 

 ☻ⱳכ♠ ה ≠ↄ╡╩ ⅎ╢ ≠ↄ╡ ..........  35 

施策の方向⑥ 地域におけるスポーツ活動の推進.......................  40 

施策の方向⑦ 総合型地域スポーツクラブの育成・支援 .................  42 

施策の方向⑧ スポーツ・健康づくり関係の指導者の育成と活用 .........  43 

施策の方向⑨ 競技スポーツにふれる機会の提供と活動支援 .............  44 

 ☻ⱳכ♠ ה ≠ↄ╡╩ →╢ ≠ↄ╡≤ ה ...  45 

施策の方向⑩ スポーツ施設の整備・充実 ............................  49 

施策の方向⑪ スポーツ・健康づくり関係団体等の支援と連携・協働の 

推進 ................................ ................  51 

施策の方向⑫ スポーツ・健康づくりの情報発信の充実 .................  52 
 

5    ≤  ··················· 54 

   ................................ .......................  54 

   ................................ .......................  57 
 

6    ─  ······················· 64 

 ─  ................................ ..................  64 

 ─  ................................ ................  66 



 

1 

 

─

⌐
№
√

≡ 

第1 章   ǵ ǲǉǦǪǭ 

 

    

スポーツは、精神的な充足をもたらすとともに、体力の向上など、心身の両面にわ

たる健康の保持増進に寄与するものです。 

本市においては、市民が心とからだを健康にしていくことができるよう、平成 23

年３月に「茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画」を策定し、いつでも気軽にスポーツがで

きる環境づくりを推進していくため、市民と行政が一体となって、各種取り組みを進

めてきました。 

その中で、成人のスポーツ実施率は増加してきていますが、目標を下回っている状

態であり、スポーツのきっかけづくりや情報発信などにも課題が見られます。 

そのため、基本理念や「成人のスポーツ実施率を 50％以上にすることを目指します」

という重点目標を実現するため、平成 23 年度から取り組んできた各事業を、必要性・

実効性の視点で精査し、新たに１２事業を加え、より実効性を高めた計画となるよう

再構成しました。 

（仮称）柳島スポーツ公園整備事業を始めとする重点事業を中心に、各事業を確実

に進めることで、市民の皆さんが、それぞれのライフステージに応じて、スポーツに

親しむ環境を提供していきます。 

 

 

 

 

※ 本計画では、「スポーツ」を個人または集団で行われる運動競技、「運動」を「スポーツ以外

の身体活動」という意味で用いています。 

さらにスポーツを直接する行為以外の、スポーツ観戦や実施の支援などスポーツに関わる活

動全般について「スポーツ活動」という表現を用いています。 
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計画が中間年を迎える中、５年間という歳月の経過による国・県・市の動きなどの

社会情勢の変化、市民アンケート調査の結果、新たなスポーツ施設の整備予定、並び

に既存計画に掲載していた各事業の進捗状況をふまえ、施策の方向ごとの各事業につ

いて、市民、民間企業とスポーツ・健康づくり関係団体、行政の３者が積極的に参画・

取り組むことで、スポーツというキーワードで各事業が有機的につながり、重点目標

を達成する後期５年間に向けた計画として改訂を行いました。 

基本理念や「成人のスポーツ実施率を 50％以上にすることを目指します」という重

点目標は、これまでの計画を踏襲しながらも、基本目標や施策の方向、具体的事業を

見直し、本市がスポーツを通して健康なまちとなるよう各事業の取り組みを進め、ス

ポーツの振興を図っていきます。 

 

 

    

近年、少子高齢化や情報化の進展、地域社会の空洞化や人間関係の希薄化が進むな

ど、国内を取り巻く社会環境や価値観が急激に変化している中、スポーツへの期待は

ますます高まってきています。 

国では、平成 22 年８月に「新たなスポーツ文化の確立」を目指す姿とし、「人（す

る人、観る人、支える（育てる）人）の重視」、「連携・協働の推進」を基本的な考え

とした「スポーツ立国戦略」を策定しました。そして、社会の現状や環境の変化を踏

まえ、スポーツ界における新たな課題に対応するため、スポーツ振興法を 50 年ぶり

に全面改正し、新たにスポーツ基本法を平成 23 年８月に施行しました。平成 24 年

３月には「年齢や性別、障害などを問わず、広く人々が、関心、適性などに応じてス

ポーツに参画することができる環境」を整備するために、「スポーツ基本計画」を策定

しました。 
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スポーツ基本法では、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々

の権利であるとするとともに、スポーツが、青少年の健全育成や、地域社会の再生、

心身の健康の保持増進、社会・経済の活力の創造、我が国の国際的地位の向上等国民

生活において多面にわたる役割を担っていること、さらに、今後のスポーツの振興に

当たっては、体を動かすという人間の本源的な欲求に応え、精神的充足や楽しさ、喜

びをもたらすというスポーツの内在的な価値とともに、前述のようなスポーツが果た

す役割を常に念頭において取り組む必要があるということがうたわれています。 

神奈川県では、平成 23 年 12 月に、「スポーツ立国戦略」や「スポーツ基本法」を

参考にするとともに、関係団体などの意見や県民意見募集の結果などを踏まえ、県民

がスポーツを通して、健康で明るく豊かな生活を営むことを目指して「アクティブか

ながわ・スポーツビジョン」を改定しました。基本理念を「スポーツのあるまち・く

らしづくり」とし、「いつでも、どこでも、だれでも、いつまでも」という考え方のも

と、「する」スポーツはもとより、「みる」こと「支える」こと等、スポーツとのかか

わり方を拡げることや、関係機関などとの協働・連携、ネットワーク化の推進等に取

り組んでいます。 

本市においても、市民が待ち望んでいたスポーツ施設である（仮称）柳島スポーツ

公園が平成３０年３月末に開園予定となっており、多様なスポーツ交流や市民の健康

増進に寄与できるものと期待されています。 

また、平成 32 年に 2020 年東京オリンピック・パラリンピックが開催されること

が決定し、市民のスポーツに対する関心が高まることが期待され、2020 年東京オリ

ンピック・パラリンピックをきっかけにして、スポーツの推進に繋がる施策の展開も

急務となります。こうした経過を踏まえ、国の基本計画や神奈川県の計画を参照する

とともに、社会状況の変化や地域特性からみられる新たな課題などに対応するため、

「茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画」（改訂版）を策定するものです。 
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スポーツは、体を動かすという人間の欲求に応えるとともに、心身の両面にわたり

良い影響を与えます。また、青少年の心身の健全な発達、住民相互の新たな連携の促

進、世代や国籍等の異なる仲間との交流の促進など、様々な場面において、スポーツ

の果たす役割は大きく、人生をより豊かにし、充実したものとする上で、必要不可欠

なものとなっています。このため、市民が生涯にわたってスポーツに親しむことので

きる環境づくりを進めることは、極めて重要な意義を有しています。 

スポーツの効果としては、生活の質の向上、スポーツを通した自己実現や生きがい

づくりなどが挙げられます。加えて、健康増進の面では、コレステロール値の改善、

血圧の低下、心筋虚血の可能性の低減といった生理的効果が挙げられます。そして、

生活習慣病の予防や介護予防など、医療費等の削減効果などが期待されます。 

また、スポーツを通したコミュニティの再生、新たな地域文化やスポーツ文化の創

造、スポーツ団体やスポーツイベントを通した人材育成、並びに、社会体験が不足し

ている青少年に対するスポーツを通した社会体験や他の年齢層との交流による健全育

成の効果などが期待されます。 

さらには、スポーツイベントによる観光産業への波及効果が期待されるとともに、

スポーツイベントの開催やスポーツ環境の整備に伴い、スポーツイベントに参加する

人やスポーツ環境を利用する人といった他都市からの誘客効果も期待されます。 
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本計画は、国の「スポーツ基本計画」及び神奈川県の神奈川県スポーツ振興指針「ア

クティブかながわ・スポーツビジョン」（改定版）を参照して策定するものです。 

平成 23 年度を初年度とする茅ヶ崎市総合計画では、基本理念の一つ「学び合い育

ち合うみんなの笑顔がきらめくひとづくり」の中で、政策目標「多様な機会に学び、

活動し、交流する、豊かな感性をはぐくむまち」において、施策目標として「いつで

も気軽にスポーツができ、心とからだを健康にできる環境をつくる」と設定しており、

その施策目標の実現に向け、本計画を策定し、施策や事業を推進していきます。 

また、社会情勢の変化や多様化した市民のスポーツニーズに対応するため、「茅ヶ崎

市スポーツ振興基本計画」の５年間の実績評価を踏まえ、基本計画を改訂しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 茅ヶ崎市教育基本計画 

● 茅ヶ崎市健康増進計画 

● 第６期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・

介護保険事業計画 

● 第４期茅ヶ崎市障害者保健福祉計画 

● 第２次ちがさき自転車プラン 

● 茅ヶ崎市みどりの基本計画 

● 茅ヶ崎市文化生涯学習プラン 

    等 
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スポーツ 

基本計画 
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本計画の期間は、平成 23 年度（2011 年度）から平成 32 年度（2020 年度）ま

での 10 年間とします。 

また、スポーツ環境の変化や計画の進捗具合などに対応するため、状況に応じて計

画の見直しを行い、計画の実行性を高めます。 
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第2 章   ɴῴ⁸ǵ  

 

   ˲֥  

 ₴ Ӣѝѩ˲֥ ӓ  

総人口は平成 22 年以降増加を続けており、平成 26 年には 236,816 人と、約 3,000 人

増加しています。 

高齢化率は平成 23 年以降上昇を続けており、平成 26 年には 23.7％と、2.3 ポイント上

昇しています。 
 

 ─ ≤  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茅ヶ崎市統計年報（各年１月１日現在・年齢不詳は除く）  
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年齢３区分別人口の構成比でみると平成 22 年以降、年少人口の割合はおおむね横ばいで、

生産年齢人口の割合は、平成 23 年以降下降を続けています。 

一方、老年人口の割合は平成 23 年以降上昇を続けており、徐々に高齢化が進んでいます。 
 

 ≤  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茅ヶ崎市統計年報（各年１月１日現在・年齢不詳は除く）  
 

 Ҳ  

出生数は平成 22 年以降増減を繰り返し、平成 26 年には 1,891 人となっています。死亡

数も平成 22 年以降増減をし、平成 26 年には 1,923 人となっています。 

自然増減は平成 22 年以降減少傾向となり、平成 26 年には死亡数が出生数を 32 人上回る

自然減となっています。 

 ─  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茅ヶ崎市統計年報 
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転入者数は平成 23 年をピークに減少し、平成 26 年には 8,821 人となっています。一方、

転出者数は平成 24 年をピークに減少し、平成 26 年には 8,２21 人となっています。 

社会増減は平成 23 年から平成 24 年にかけて減少していたものの、それ以降増加し、平成

26 年には転入者が転出者を 600 人上回る社会増となっています。 

ה  ⅔╟┘ ─  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茅ヶ崎市統計年報 

 

 ʝʫₑ ₳᷈˲ᴣ ʫₑ  

一般世帯数は平成 22 年以降増加を続けており、平成 26 年には 97,479 世帯と、約 4,000

世帯増加しています。 

一方、１世帯あたり平均人員は平成 22 年以降減少しています。 

 №√╡ ≤ ─  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茅ヶ崎市統計年報（各年１０月１日現在）  
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①スポーツ施設利用者数 

スポーツ施設利用者数は平成 23 年以降増加しています。平成 26 年には 603,450 人とな

っており、平成 22 年と比較して、約 23,000人増加しています。 

  

☻ⱳכ♠  

 

 

 

 

22  23  24  25  26  

ﬞ  249,610 255,802 245,227 247,004 250,065 

ﬞ  52,793 56,596 54,609 58,426 59,174 

ﬞ  23,294 19,106 22,254  54,820β 27,123 

ﬞ  26,628 24,867 23,786  59,681β 22,725 

ﬞ  5,881 4,185 5,271 4,828 4,870 

☻ⱳכ♠  

 
11,685 7,880 15,701 13,955 12,950 

☻ⱳכ♠  19,573 16,208 18,967 19,059 15,863 

☻ⱳכ♠  12,769 7,829 9,477 7,464 9,571 

☻ⱳכ♠  11,422 16,966 17,381 16,595 18,383 

☻ⱳכ♠  4,250 4,647 3,600 6,025 6,736 

☻ⱳכ♠  17,942 17,210 17,623 16,613 17,315 

ⱪ96,827 93,783 90,606 86,584 84,106 ꜟכ 

ⱪ20,454 19,159 18,226 16,009 20,653 ꜟכ 

ⱪ7,791 9,146 8,306 7,869 9,129 ꜟכ 

☻ⱳכ♠  14,871 15,644 16,002 15,520 17,882 

☻ⱳכ♠  6,622 5,012 7,286 7,646 6,411 

☻ⱳכ♠  9,145 9,815 10,377 9,222 9,310 

 580,373 572,229 584,699 658,946 603,450 

  資料：スポーツ健康課資料 

※サザンオールスターズのライブが開催されたため、利用者数が増加しています。 
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②総合体育館利用状況 

総合体育館の利用者数は平成 22 年以降増減を繰り返し、平成 26 年には 250,065 人とな

っています。利用団体件数も、平成 22 年以降増減を繰り返し、平成 26 年には 11,079 件と

なっています。 

 

 

 

 22  23  24  25  26  

 249,610 255,802 245,227 247,004 250,065 

 10,749 11,046 11,148 11,068 11,079 

資料：茅ヶ崎市統計年報 

 

 

③市体育館利用状況 

市体育館の利用者数は平成 22 年以降増加傾向となっており、平成 26 年には 59,174 人と

なっています。利用団体件数は、平成 22 年以降平成 24 年まで増加していたものの、それ以

降は減少し、平成 26 年には平成 22 年とほぼ同数の 4,474 件となっています。 

 

 

 

 22  23  24  25  26  

 52,793 56,596 54,609 58,426 59,174 

 4,476 4,532 4,581 4,546 4,474 

資料：茅ヶ崎市統計年報 
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④市営体育施設利用状況 

市営体育施設の利用者数は平成 22 年以降増減を繰り返し、平成 26 年には 135,536 人と

なっています。利用団体件数は平成 24 年をピークに減少しており、平成 26 年には 16,076

件となっています。 

 

 

 

 22  23  24  25  26  

 133,444 118,898 134,060 199,040 135,536 

 15,461 16,441 17,475 16,357 16,076 

  資料：茅ヶ崎市統計年報 

※市営体育施設は、茅ヶ崎公園の野球場と庭球場、相模川河畔スポーツ公園の陸上競技場と庭球場、芹沢スポーツ広場の

蹴球兼野球場と庭球場、堤スポーツ広場の多目的球技場と庭球場を指します。 

 

 

⑤市営プール利用状況 

市営プールの利用者数は平成 23 年以降増加しており、平成 26 年には 125,072 人と、平

成 22 年と比較して約 10,000 人増加しています。 

 

ⱪכꜟ  

 

 22  23  24  25  26  

 113,888 110,462 117,138 122,088 125,072 

資料：茅ヶ崎市統計年報 
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⑥スポーツ広場利用状況 

スポーツ広場の利用者数は平成 22 年以降増減を繰り返し、平成 26 年には 33,603 人とな

っています。利用団体件数は平成 22 年以降増加し、平成 26 年度には 1,244 件となってい

ます。 

 

☻ⱳכ♠  

 

 22  23  24  25  26  

 30,638 30,471 33,665 32,388 33,603 

 1,026 1,027 1,162 1,191 1,244 

資料：スポーツ健康課資料 

 

 

 

 ἶ ̱ ѫ  

①小学校体育施設の開放利用状況 

小学校体育施設の利用者数は平成24年をピークに減少しており、平成26年には379,087

人となっています。利用団体件数は増加傾向にあり、平成 26 年には 12,489 件となってい

ます。 

 

 

 

 22  23  24  25  26  

 373,999 378,406 387,627 380,545 379,087 

 11,607 11,756 12,324 12,548 12,489 

資料：スポーツ健康課資料 
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②小学校プール開放の個人利用状況 

小学校プール開放の個人利用者数は平成 22 年を基準として、平成 23 年に大きく減少して

います。これは、社会情勢等の影響により開放日が少なくなったためです。また、平成 24 年

を基準として、平成 25 年にさらに減少しています。これは、警察庁よりプール監視業務の委

託契約について、警備業の認定を受けた業者であることが必要ということが、より一層周知徹

底されたことに伴い、開放日が少なくなったためです。利用団体件数は、平成２３年から平成

２４年にかけて増加したことを除き、利用者数と同様に増減しています。 

 

ⱪכꜟ  

 

 22  23  24  25  26  

 40,437 24,666 23,839 16,622 17,169 

 221 193 211 176 188 

資料：スポーツ健康課資料 

 

 

③中学校夜間照明施設の利用状況 

中学校夜間照明施設の利用者数は平成 22 年以降減少傾向にあり、平成 26 年には 4,300

人となっています。利用団体件数も減少傾向にあり、平成 26 年には 160 件となっています。 

 

 

 

 22  23  24  25  26  

 7,019 4,753 6,585 5,241 4,300 

 327 210 257 193 160 

資料：スポーツ健康課資料 
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 Ὑ σ  

スポーツ教室の参加者数は、各教室ごとでは増減がありますが、全体的には平成 22

年以降増加を続けており、平成 26 年には 1,977 人となっています。 

☻ⱳכ♠  

 

 

 

22  23  24  25  26  

 17 11 16 20 20 

ⱨ◊כ◒♄fi☻  26 29 18 15 16 

ꜞ☼ⱶ ☻♩꜠♇♅  82 73 46 49 63 

ה ─ ◄◒◘

◘▬☼  
 62 74 54 63 

ⱨ▫fiכ◘ Ⱳ♦▫Ⱳכ♪

─  
65 36 35 41 29 

ⱨ▫fiכ◘ Ⱳ♦▫Ⱳכ♪

☺ꜙ♬▪ ─  
33 30 23 35 39 

◐♇☼  75 119 117 118 121 

ꜞ☼ⱶ  40 34 42 40 57 

fiꜛ◦כ♀◒ꜝꜞꜟ♃כ♩  48 80 78 80 79 

 51 42 50 44 42 

Ᵽ♪Ⱶfi♩fi ☺ꜙ♬▪  14 27 25 20 19 

Ᵽ♪Ⱶfi♩fi ☻כ▫♦꜠  48 46 60 45 46 

◄▪꜡ⱦ◒☻  29 22 15 29 24 

ⱨ♇♩◘ꜟ    23 27 33 

◦♬▪♥♬☻  19 18 17 21 18 

ꜝ◓ⱦכ    10 8  

≠ↄ╡  38 38 41 39 37 

▪◒▪ⱦ◒☻ ─ )  84 76 90 76 70 

◓fi◐כ◊► ה

─  
   42 33 

ⱪfiכ○ ה ה ─     660 892 

ⱨ♇♩◘ꜟ   16    

ⱬꜟⱴכ꜠ⱨ♇♩◘ꜟ◒ꜞ♬

♇◒ ה ─  
    58 

     218 

 652 759 780 1,463 1,977 

資料：スポーツ健康課資料 
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 Ỗᴣ  

スポーツ推進委員数は平成 27 年４月１日の時点で 82 人です。人口 1,000 人あたりのス

ポーツ推進委員数は 0.34 人となっており、他市よりも低い数値となっています。 

 

☻ⱳכ♠ ─  

 

 
ﬞ  

/  

 

/  

 

/  

 

/  

 

/  

☻ⱳכ♠  82/86 64/64 205/210 92/100  78/90 

27  238,213 173,008 423,435 256,440 194,295 

1,000 №√╡─☻ⱳכ

♠  
0.34 0.37 0.48 0.36 0.40 

資料：スポーツ健康課資料 
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   ͔  

目標値に対する達成状況は、平成 27 年の中間目標値を達成している指標が全８項目のうち

の 1 項目（12.5％）となっています。また 3 項目（37.5％）が平成 27 年目標を達成してい

ないものの、当初値よりも改善しています。一方で、４項目（スポーツの実施を通して、自身

が健康であると認識している市民の割合、小学校土曜日午前一般開放事業、総合型地域スポー

ツクラブの認知度、スポーツボランティア登録制度の登録件数）が当初値より改善がなく、特

に、総合型地域スポーツクラブの認知度は当初値より悪化していることから、引き続き推進が

必要です。他の基本目標と比べると、基本目標２のスポーツ活動・健康づくりを支える仕組み

づくりの評価が低く、取り組みの一層の充実が求められます。 

Ẽ ⌐ ∆╢  

 
 

21  

 

27  

 

26  

 

32  
 

成人のスポーツ実施率 32.5% 41.0% 36.4% 50.0% Ｂ 
 

Ẽ ⌐ ∆╢  

 
 

21  

 

27  

 

26  

 

32  
 

ₒ ₓ ╩ ∂√☻ⱳכ♠ ─ ⌐╟╢ ≠ↄ╡ 

スポーツの実施を通して、自身

が健康であると認識している

市民の割合 

43.6% 55.0% 46.3% 67.0% Ｃ 

各種教室開催数 24 教室 29 教室 33 教室 34 教室 A 

ₒ ₓ☻ⱳכ♠ ה ≠ↄ╡╩ ⅎ╢ ╖≠ↄ╡ 

小学校土曜日午前

一般開放事業及び

総合型地域スポー

ツクラブの認知度 

土曜日 

午前開放 
26.3% 33.0% 26.5% 40.0% Ｃ 

総合型 

認知度 
8.9% 12.0% 7.7% 14.0% Ｄ 

スポーツボランティア登録制

度の登録件数 
新規 100 人 0 人 200 人 Ｃ 

ₒ ₓ☻ⱳכ♠ ה ≠ↄ╡╩ →╢ ≠ↄ╡ 

スポーツを十分に実施してお

り満足している市民の割合 
11.2% 14.0% 13.6% 17.0% Ｂ 

サークル情報コーナー掲載団

体数 
17 団体 620 団体 424 団体 800 団体 Ｂ 

＜評価基準＞ 
Ａ＋：平成 32 年目標を達成している     Ｃ：当初値より変化がない 
Ａ：平成 27 年目標を達成している     Ｄ：当初値より悪化している 
Ｂ：平成 27 年目標を達成していないものの、当初値よりも改善している  
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第3 章   ǵḨ Ǳ Ǐ  

 

   Ḩ ꜠ 

 

 

 

茅ヶ崎市総合計画では、基本理念の一つ「学び合い育ち合う みんなの笑顔がきら

めく ひとづくり」を実現するために、政策目標「多様な機会に学び、活動し、交流

する、豊かな感性をはぐくむまち」において、施策目標として「いつでも気軽にスポ

ーツができ、心とからだを健康にできる環境をつくる」と設定しています。 

これを受け、本計画の策定に当たっては、市民が心とからだを健康にしていくこと

ができるよう、いつでも気軽にスポーツができる環境づくりを推進していく上での根

本的な考え方を「基本理念」として位置づけ、市民と行政が一体となって、各種取り

組みを進めていきます。 

「スポーツ」はこれまで、自ら身体を動かす「するスポーツ」や観戦する「みるス

ポーツ」、スポーツ推進委員などによる「ささえるスポーツ」として、市民の生活に浸

透してきました。 

また、全ての市民が様々なかたちで運動・スポーツに親しむことにより、世代や競

技レベル、競技種目、価値観を超えたスポーツ交流・イベントを通じて、多様な人々・

団体との絆を深めていくことが期待されます。 

同時に、スポーツを通して、教育、福祉、健康、産業、まちづくり、環境分野への

波及的な効果も期待され、地域づくりに大きく貢献していくと考えられます。すなわ

ち、茅ヶ崎市総合計画の基本理念である「ひとづくり」「地域づくり」「暮らしづくり」

「まちづくり」が、スポーツを通して実現されるとも考えられます。 

そこで、本計画では、前計画を踏襲して「スポーツを通して健康なまち ちがさき」

を基本理念として掲げ、市民のスポーツ活動・健康づくりを推進します。 

ȷɛɶɂș Ǟǭβ∆ǱȅǨ ǨǓǜǔ 
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⌂

ⅎ

 

 

    

平成 32 年度（2020 年度）までの成果として、次の具体的な目標値を設定します。 

 

 

 

 

 

 

成人のスポーツ実施率※1は 36.4％※2であり、これを 50％以上まで引き上げること

を目標とします。 

 

スポーツの実施率は、若いほど低く、年を重ねるほど高くなるという傾向が見られ

ます。スポーツを行わない理由としては、「忙しくて時間がないから」「きっかけがな

いから」という理由が多くなっています。 

そこで、いつでも、どこでも、だれもが気軽にスポーツ、健康づくりができる環境

づくりを推進し、世代ごとに偏りがなく、それぞれの世代でスポーツ実施率が 50％以

上となることを目指します。 

 

※1 茅ヶ崎市の 20 歳以上の人口のうち、1 回あたり 30 分以上のスポーツを週 1 回以上実施

している市民の割合 

※2 市民アンケート調査結果（有効回答数 1,507 通）より算出。「茅ヶ崎市スポーツ振興基本

計画」を改訂するにあたり、市民の意見を把握し、計画改訂の際の基礎資料とするため、平

成 27 年 2 月に「茅ヶ崎市スポーツ・健康に関する市民アンケート」を実施しました。 

成人のスポーツ実施率は、「日頃（この１年間で）、運動やスポーツ活動を行っている人の

割合について」という質問に対して、「行っている」と回答した人（50.4％）のうち、「30

分以上行う運動やスポーツ活動の頻度について」という質問において「週に３日以上」及び

「週に１～２日」行っていると回答した人（72.2％）の、運動やスポーツ活動を「行って

ない」と回答した人も含めた有効回答数全体に対する割合です。 

    （計算式 1,507 通×50.4％×72.2％÷1,507 通≒36.4％） 

˲ǵȷɛɶɂὕ șƲ 

50 ̊ʣǲǠȒǚǯș ǞȅǠƳ 
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   Ḩ  

本計画は、基本理念の実現に向けて次の３つの目標のもと、それぞれの取り組みを

進めていきます。 

 

スポーツは、心身の健康の保持増進や生活習

慣病予防などの効果があることから、市民の一

人ひとりがそれぞれのライフステージに応じ

て、主体的・継続的にスポーツを楽しむことが

求められます。 

市民がいつまでもいきいきとした生活を送 

ることができるよう、市民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、興味、目的に応

じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツを楽しむことができる生涯スポーツ

社会の実現のため、成人・子ども・高齢者・障害者などのライフステージに応じたス

ポーツ活動、健康づくりを推進します。 

 

 

市民が、生涯を通して、自己の能力・適性、

興味・関心などに応じ、主体的にスポーツ文化

を豊かに享受することのできるスポーツライ

フを構築するためには、その先導者となるスポ

ーツ指導者の存在が重要となります。 

子どもから高齢者、障害者など様々な市民の 

スポーツニーズに対応した指導者を育成するとともに、スポーツの推進をコーディネ

ートする人材の育成を進めます。 

また、地域住民が主体の、いつでも、どこでも、だれもが、いつまでもスポーツを

楽しむことのできるシステム「総合型地域スポーツクラブ」の普及・啓発を行うとと

もに、クラブ創設・運営の支援と育成に取り組みます。 

ꜝ▬ⱨ☻♥כ☺

⌐ ∂√ ☻

ⱳכ♠─ ≤

≠ↄ╡ 

Ⅰ 

☻ⱳכ♠ ה

≠ↄ╡╩ ⅎ

╢ ≠ↄ

╡ 

Ⅱ 
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─

⌂

ⅎ

 

 

 

 

 

スポーツ環境やニーズが変化しているなか、

スポーツ拠点の整備とともに既存施設の積極

的な有効活用、市民のニーズに応じたスポーツ

情報の提供などのスポーツを楽しむ環境づく

りが必要とされます。 

市民に積極的にスポーツに取り組んでもら 

うためには、行政だけでなく、スポーツ関係団体、学校など様々な主体が連携・協働

し、身近な地域でスポーツを楽しむことができる環境を整えていきます。 

さらに、市民の多様なニーズに合ったスポーツ・健康づくり関連情報を様々な広報

手段を活用し、効果的に提供します。 

 

 

 

 

 

 

☻ⱳכ♠ ה

≠ↄ╡╩ →

╢ ≠ↄ╡≤

ה  

Ⅲ 
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   ̱  

   基本目標  施策の方向  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 市民の健康・体力づくりの推進 

② 子どものスポーツへの興味・関心の高揚 

④ 障害者のスポーツ・レクリエーション 
への参加促進 

③ 高齢者のスポーツ活動の推進を通した 
健康づくり・介護予防 

⑥ 地域におけるスポーツ活動の推進 

⑤ スポーツに親しむきっかけづくりの提供 

⑧ スポーツ・健康づくり関係の指導者の 
育成と活用 

⑦ 総合型地域スポーツクラブの育成・支援 

⑨ 競技スポーツにふれる機会の提供と 
活動支援 

⑩ スポーツ施設の整備・充実 

⑪ スポーツ・健康づくり関係団体等の支援 
と連携・協働の推進 

⑫ スポーツ・健康づくりの情報発信の充実 

１ ライフステージに 

応じた生涯スポーツの 

推進と健康づくり 

２ スポーツ活動・健康 

づくりを支える 

地域環境づくり 

３ スポーツ活動・健康 

づくりを広げる基盤 

づくりと連携・協働 

ȷ
ɛ

ɂ
ș

Ǟ
ǭ
β
∆
Ǳ
ȅ
Ǩ 

Ǩ
Ǔ
ǜ
ǔ 
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第4 章   ǵ᾽  

 

 Ḩ   ꜘ β∆  

 

  

ה  ≠ↄ╡─ ╛ ─  

市民アンケート調査の結果では、健康や体力維持のためにスポーツや運動をする人

が少ないことから、スポーツや運動が健康維持のために重要であることを周知してい

くことが必要です。また、仕事や家事・育児のため時間がなく運動やスポーツに参加

できない若年層でも、運動・スポーツに接することができる環境づくりや、市民の需

要の多いウォーキングや体操、ジョギングを行える機会の提供が重要です。加えて、

スポーツを行いたくても行えない人が多いことから、スポーツをすることを促すため

に、きっかけづくりや短時間でできる運動の周知などを講じることが必要です。 

 

 ≥╙─ ⅛╠─☻ⱳכ♠ ─  

市民アンケート調査の結果では、今の子どものスポーツや外遊び環境は“悪くなっ

た”の割合が高くなっています。そのため、小さいうちから多様なスポーツに触れら

れるよう、気軽に参加できるスポーツ教室・大会などを引き続き開催することが必要

です。 

また、子どもの体力向上のため、体力づくりを基礎から学べる内容を盛り込むこと

が重要です。さらに、子どもの外遊びの機会が減っていることから、地域で安心して

スポーツを楽しめる環境が求められます。 
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 ─ ≠ↄ╡ה ─  

市民アンケート調査の結果、週に３日以上運動をする高齢者が多い一方、高齢を理

由に運動をしていない高齢者も多いことから、高齢者一人ひとりの体力・能力水準に

あった適切なメニューや運動量について指導を受けられる仕組づくりが必要です。ま

た、健康維持のために運動をする高齢者が少ないことから、体力的・技術的な障壁が

低いニュースポーツや軽運動に触れる機会を増やす事が必要です。その際、新たな仲

間との出会いなどの生きがいづくりの場として参加を促すことも重要です。さらに、

介護予防のための運動教室は需要が多く実施回数、箇所の拡充とともに安全への配慮

に加え、教室参加のための情報提供方法も一考する必要があります。 

 

 ─№╢ ─☻ⱳכ◄ꜞ◒꜠ה♠כ◦ꜛfi┼─  

障害のある人にとってのスポーツは、残存機能の維持向上や二次的な疾病等の防止

や改善、健康の維持増進という側面だけでなく、社会参加の促進に寄与するという大

きな役割があるため、障害のある人が身近な地域でスポーツを楽しむことができるよ

う支援をしていくことが必要です。また、参加者が固定化しないよう、障害の種類や

程度にかかわらずスポーツに参加できる障害者が増えるよう、スポーツ振興の内容を

工夫することが必要です。 
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⁸    

(1) 健康や体力の維持増進のために、日頃心がけていることについて 

自分の健康や体力の維持増進のために、心がけていることは「食生活に気をつける」の割合

が 58.1％と最も高く、次いで「睡眠や休養をよくとる」の割合が 45.9％、「規則正しい生活

をする」の割合が 37.0％となっています。「スポーツや運動をする」の割合は 25.6％にとど

まっており、年代別で見ると、特に 70 歳代以上で２割未満となっています。 

 

 ╛ ─ ─√╘⌐⁸ ⅜↑≡™╢↓≤ 
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 ╛ ─ ─√╘⌐⁸ ⅜↑≡™╢↓≤  
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20  100  44.0  46.0  27.0  26.0  23.0  20.0  2.0  10.0   

30  185  50.8  48.6  27.0  23.2  34.1  8.6   9.7  3.8  

40  261  45.2  43.7  32.2  22.2  29.9  12.6  2.3  13.4  1.9  

50  240  60.4  50.0  30.0  30.4  36.3  14.2  1.3  6.7  2.1  

60  326  61.3  43.6  24.5  42.9  43.3  8.0  1.5  6.1  2.1  

70  378  70.4  45.5  18.3  51.1  41.5  9.3  1.9  3.4  4.0  

 

 

(2) 日頃（この１年間で）、運動やスポーツを行っている人の割合について 

日頃（この１年間で）、運動やスポーツを「行っている」の割合が 50.4％、「行っていない」

の割合が 49.4％となっています。 

 

 ↓─ ≢ ⁸ ╛☻ⱳכ♠╩ ∫≡™╢ ─  
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(3) 30 分以上行う運動やスポーツの頻度について 

30 分以上行う運動やスポーツを「週に１～２日」の割合が 44.5％と最も高く、次いで「週

に３日以上」の割合が 27.7％、「月に１～３日」の割合が 17.3％となっています。 

 

 30 ℮ ╛☻ⱳכ♠─  

 

 

 

 

 

 

 (4) 運動やスポーツをしていない理由について 

運動やスポーツを行っていないと回答した方の運動やスポーツをしていない理由は、「忙し

くて時間がないから」の割合が 45.8％と最も高く、次いで「きっかけがないから」の割合が

36.4％となっています。 

 

 ╛☻ⱳכ♠╩⇔≡™⌂™  
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(5) 今後の運動やスポーツについての満足度、関心度について 

今後運動やスポーツを「行いたいと思っているが、できない」の割合が 38.6％と最も高く、

次いで「行っているが、もっと行いたい」の割合が 24.4％、「現在十分に行っており、満足し

ている」の割合が 13.6％となっています。 

 

 ─ ╛☻ⱳכ♠⌐≈™≡─ ⁸  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 子どもの頃と比較した場合の、今の子どものスポーツや外遊びの環境について 

子どもの頃と比較して、今の子どものスポーツや外遊びの環境は「よくなった」と「どちら

かといえばよくなった」をあわせた“よくなった”の割合が 19.3％、「悪くなった」と「どち

らかといえば悪くなった」をあわせた“悪くなった”の割合が 66.3％となっています。 

 

 ≥╙─ ≤ ⇔√ ─⁸ ─ ≥╙─☻ⱳכ♠╛ ┘─  

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茅ヶ崎市スポーツ・健康に関する市民アンケート調査結果（平成 27年 2 月） 

1,507 13.6 24.4 38.6 6.0 3.8 8.9 4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

13.6 24.4 38.6 6.0 3.8 8.9 4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1,507 7.9 11.4 8.8 44.3 22.0 5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

7.9 11.4 8.8 44.3 22.0 5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%



 

29  

─

 
 

ׄ  ⁸ β∆ ̱Ҙ  

 

ׄ   ר

子どもの運動不足や、それに伴う体力・運動能力の低下、また高齢化の進展などの

傾向を踏まえ、子どもから高齢者まで、すべての市民が主体的に健康・体力づくりに

取り組むことができる環境づくりを推進します。市民が気軽に参加できるスポーツイ

ベントや大会を開催し、市民がスポーツに参加する機会を促進させます。 

 

(1) ↄ─ ⅜ ≢⅝╢☻ⱳכ♠▬ⱬfi♩ ─  

   
 

・体力テストの開催 スポーツ健康課 

自分の体力を認識し、スポーツを行うことのきっかけ

とするとともに健康づくりに対する意欲を高めるた

め、体力テスト（測定）の機会を体育施設や小学校体

育施設等を利用し、提供していきます。 

28～32 

・各種体育大会等の開催 スポーツ健康課 

市民の健康保持・増進及び体力の向上を図るため、市

総合体育大会、各種スポーツ大会・教室等を開催し、

スポーツに親しめる機会を提供します。スポーツや運

動を行ったことのない人を対象とした大会や教室など

の種目の検討を行い、市民のニーズに合わせて種目を

充実させながら、参加機会を提供していきます。 

28～32 

新ちがさきヴェロ・フェ
スティバルの開催 都市政策課 

市民が気軽に楽しく参加できる自転車イベントを開催

し、「人と環境にやさしい自転車のまち茅ヶ崎」を PR

していきます。 

28～32 

新：新規事業 
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ׄ  ἧ װ Ⱳ  

 

ׄ   ר

スポーツを習慣化させるには、子どものころからスポーツを楽しむことが重要です。

子ども自身が体を動かすことに興味や関心を持ち、自ら進んで体を使った遊びを楽し

み、多様な動きを経験できる機会の充実を図ります。また、子どものスポーツへの興

味・関心を高める活動を行う団体の活動支援に努めます。 

 

(1) ╩ ≤⇔√☻ⱳה♠כ ≠ↄ╡ ┘ ─ ה ⁸  

   
 

・ジュニアスポーツ事業 スポーツ健康課 
子どもたちがスポーツの楽しさを体験できるようジュ

ニアスポーツ教室等を開催します。 
28～32 

・各種体育大会等の開催
【再掲】 スポーツ健康課 

市民の健康保持・増進及び体力の向上を図るため、市

総合体育大会、各種スポーツ大会・教室等を開催し、

スポーツに親しめる機会を提供します。スポーツや運

動を行ったことのない人を対象とした大会や教室など

の種目の検討を行い、市民のニーズに合わせて種目を

充実させながら、参加機会を提供していきます。 

28～32 

・児童・生徒のスポーツ
参加機会の充実 スポーツ健康課 

小学生や運動部活動に入っていない中高生が興味を持

ってスポーツに参加していくことができるよう、既存

の総合型地域スポーツクラブにおける実施種目の充実

や新規クラブの育成の支援を行い、その環境の整備を

図っていきます。 

28～32 

・ゆかりのまち交流事業 男女共同参画課 
ゆかりのまちである「岡崎市」とスポーツを通じて青

少年交流を深めます。 
28～32 

・夏休み子どもスポーツ
体験 小和田公民館 

指導者を招いてスポーツのルールや技術を学び、実践

を通して地域の異年齢の子どもたちの交流を図りま

す。 

28～32 

・卓球教室 

小和田公民館・ 

香川公民館・ 

青少年会館・ 

海岸青少年会館 

卓球の基礎の習得、技術向上と仲間づくりを目的とし

て青少年を対象とした教室及び開放事業などを行いま

す。 

28～32 

新湘南ベルマーレ小学校
体育巡回指導の支援 スポーツ健康課 

湘南ベルマーレが、小学校の体育の授業の講師となり、

スポーツの楽しさを伝え、スポーツに親しむきっかけ

づくりを行います。 

28～32 

新：新規事業 
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(2) ≤ ☻ⱳכ♠≤─ ⌐╟╢☻ⱳכ♠ ─  

   
 

・学校体育施設開放事業 
スポーツ健康課・

教育施設課 

スポーツ施設の不足などの地域住民の声に応えるた

め、学校施設の効率的な利用を推進していくことを目

的として実施します。 

28～32 

・中学校運動部活動指導
協力者の派遣と支援 

学校教育指導課 

・スポーツ健康課 

中学校運動部活動指導協力者を派遣し、中学校運動部

活動への支援を行います。また、学校の要請に応じて

スポーツリーダーバンクを活用し、指導者の斡旋を行

います。 

28～32 

・子どもの広場（卓球） 小和田公民館 

定例事業「子どもの広場」のプログラムの 1 つとして

年 1 回卓球を行う月を設け、地域の中学生などを通じ

て、小学生が卓球に親しむ機会をつくります。 

28～32 
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ׄ  Ҳ β∆ ˺ ˔ 

 

ׄ   ר

寝たきりを防ぐには日頃の体力・健康づくりが重要であることを踏まえ、高齢者が

気軽に定期的にスポーツを楽しめる事業を開催し、高齢者の健康と生きがいづくりを

推進します。 

 

(1) ↑─☻ⱳכ♠╛ ה ≠ↄ╡─  

   
 

・はつらつ健康プログラ
ム事業 高齢福祉介護課 

高齢者が自主的に介護予防に関する知識の普及啓発や

健康の維持、介護予防に取り組めるよう、転倒予防教

室等を実施します。 

28 

・一般介護予防事業 高齢福祉介護課 

高齢者が自主的に介護予防に関する知識の普及啓発や

健康の維持、介護予防に取り組めるよう、転倒予防教

室、歌体操教室等を実施します。 

29～32 

・すこやか支援プログラ
ム事業 高齢福祉介護課 

要支援要介護の恐れの高い高齢者が介護予防及び自立

した日常生活を維持できるように、運動器機能向上事

業、認知症予防事業、複合事業等に取り組みます。 

28 

・介護予防・日常生活支
援総合事業 高齢福祉介護課 

要支援者及び要支援要介護の恐れの高い高齢者に対

し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供

する通所型サービス及び運動器機能向上事業等に取り

組みます。 

28～32 

・高齢者の生きがいと健
康づくり推進事業 高齢福祉介護課 

生きがいづくりや体力づくりを支援するため、高齢者

のニーズに応じたスポーツ・レクリエーション講座を

開催します。 

28～32 

・介護予防・健康づくり
事業 高齢福祉介護課 

加齢に伴う運動機能低下の防止のため、筋力トレーニ

ングや健康体操を組み合わせた、健康づくりのきっか

けとなるような運動教室を実施するとともにプログラ

ムの普及を図ります。 

28～32 

・地域交流事業「ふれあ
いスポーツ広場」 松林公民館 

障害者・高齢者・子どもとボランティアが一緒に気軽

にスポーツできる場を開設します。 
28～32 
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ׄ  ὡ ֓қ͝ 

 

ׄ   ר

身体能力の差異を問わず、障害者が積極的にスポーツに参加できるよう、大会や教

室の見直し、拡充を行います。 

障害者がスポーツを楽しみながら健康増進と社会参加ができる環境を整備します。 

 

(1) ↑☻ⱳ⁸♠כ ה ≠ↄ╡▬ⱬfi♩─ ה  

   
 

・茅ヶ崎市障害者ふれあい
スポーツ交流会の開催 障害福祉課 障害者が参加しやすい、スポーツ交流会を開催します。 28～32 

・各種体育大会等への障
害者の参加促進 スポーツ健康課 

大会・教室・イベントなど各種事業を開催し、スポー

ツに親しめる機会を提供します。この中では、多種目

の事業において、障害者が参加しやすい機会を創出し

ていくとともに、サポート体制の充実を図り、障害者

のスポーツ参加を促進していきます。 

28～32 

・地域交流事業「ふれあい
スポーツ広場」【再掲】 松林公民館 

障害者・高齢者・子どもとボランティアが一緒に気軽

にスポーツできる場を開設します。 
28～32 

新広域連携における障害
者スポーツ大会の実施 

障害福祉課 

・雇用労働課 

茅ヶ崎市・藤沢市・寒川町で連携をとり、障害者対象

の卓球大会を開催します。 
28～32 

新障害者のスポーツ活動
の支援 スポーツ健康課 

身体障害者のリハビリとして、卓球・フライングディ

スク・ダーツ等の活動場所の確保を行い、障害者のス

ポーツ活動を支援します。 

28～32 

(2) ─ ┼─  

   
 

・障害者のスポーツ大会
への選手派遣の支援と
健康増進事業 

障害福祉課 

神奈川県障害者スポーツ大会や全国障害者スポーツ大

会への選手派遣を支援し、障害者の大会参加への意欲

を高めるとともに健康の増進を図ります。 

28～32 

新：新規事業 
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ׄ  ͑ 

 

ׄ   ר

スポーツ人口の拡大を図るため、大会・教室・イベントを定期に開催し、市民がス

ポーツを始めるきっかけづくりを提供します。健康講座や運動講座を実施し、市民が

スポーツに関する知識を習得するための機会を提供します。 

 

(1) ⌂☻ⱳ⁸♠כ ה ≠ↄ╡ ─ ה  

   
 

・スポーツ教室等の開催 スポーツ健康課 
市民のニーズに合わせたスポーツ教室を開催し、スポ

ーツを始めるきっかけづくりを提供します。 
28～32 

・健康教育事業 スポーツ健康課 

様々な生活習慣病に対し、その専門知識を有する講師

による講義や運動を含む実技などの教室の開催、講演

会などの集団健康教育を実施します。この中で、スポ

ーツに関連する教室や栄養学の講座等を開催します。 

28～32 

新健康増進事業 小和田公民館 
健康ハイキングやスポーツ吹き矢など、簡単にできて

健康増進に役立つ運動を学ぶ講座を実施します。 
28～32 

・地域交流事業「ふれあい
スポーツ広場」【再掲】 松林公民館 

障害者・高齢者・子どもとボランティアが一緒に気軽

にスポーツできる場を開設します。 
28～32 

・ゆかりのまち交流事業
【再掲】 男女共同参画課 

ゆかりのまちである「岡崎市」とスポーツを通じて交

流を深めます。 
28～32 

・ジュニアスポーツ事業
【再掲】 スポーツ健康課 

子どもたちがスポーツの楽しさを体験できるようジュ

ニアスポーツ教室等を開催します。 
28～32 

・各種体育大会等の開催
【再掲】 スポーツ健康課 

市民の健康保持・増進及び体力の向上を図るため、市

総合体育大会、家庭婦人スポーツ大会、スポーツ教室

等を開催し、スポーツに親しめる機会を提供します。

この中では、技を競い合う機会の提供と併せてスポー

ツや運動を行ったことのない人を対象とした大会や教

室などの種目の検討を行い、市民のニーズに合わせて

種目を充実させながら、参加機会を提供していきます。 

28～32 

・高齢者の生きがいと 
健康づくり推進事業 
【再掲】 

高齢福祉介護課 

生きがいづくりや体力づくりを支援するため、高齢者

のニーズに応じたスポーツ・レクリエーション講座を

開催します。 

28～32 

新：新規事業 
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 Ḩ   Ҳ β∆ ᷂Ḣ ṑ  

 

  

 ⌂ ≢☻ⱳכ♠⅜≢⅝╢ ≠ↄ╡ 

市民アンケート調査の結果では、スポーツや運動を主にしているのは「公共のスポ

ーツ施設」よりも「自宅及び家の近くの道路、空き地」の割合が高くなっています。

また、運動やスポーツを始めるきっかけとなりそうなこととして「自宅から近距離（徒

歩圏）に運動できる場所や施設の整備」の割合が多くを占めています。 

身近な地域でスポーツができる環境を整えるとともに、スポーツ施設の利用につい

て周知を図ることが必要です。また、既存施設の有効活用のために、適切な情報提供

等が必要です。 

 

 ☻ⱳכ♠◒ꜝⱩ ─  

「いつでも、どこでも、だれでも、いつまでも」複数の種目のスポーツを楽しむこ

とができる「総合型地域スポーツクラブ」は、その地域に住む「皆さん」が主役とな

って、自ら運営・管理する新しいスポーツクラブのシステムです。 

市民アンケート調査の結果では、総合型地域スポーツクラブに対する市民の認知度

は１割未満と低い数値であったものの、総合型地域スポーツクラブへの参加を希望し

ている市民も一定数いることから、一層の周知を図り、拡充していくことが必要です。 
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 ☻ⱳה♠כ ≠ↄ╡╩ ∆╢ ─ ≤  

茅ヶ崎市では、スポーツ推進委員の研修会など、スポーツ指導者の育成や資質の向

上が行われています。 

市民アンケート調査の結果では、どのようなスポーツ指導者が必要だと思うかにつ

いて、「スポーツの楽しみ方やスポーツへの興味・関心がわくような指導ができる人」

の割合が多くを占め、スポーツ指導者には、スポーツの楽しみ方やスポーツへの興味

がわくような指導が期待されていることから、指導力の一層の向上が重要となってい

ます。スポーツを通じた地域の交流やスポーツ団体の活性化を進めるためにも、十分

な資質と能力を備えたスポーツ指導者が必要となっています。 

 

 ☻ⱳכ♠ ─  

市民が市内で開催されるスポーツイベントに参加し、スポーツの魅力にふれ、交流

を深めることは、生きがいやゆとりなど心の豊かさをもたらします。 

市民アンケート調査の結果では、スポーツの試合等を見ることに“関心がある”の

割合が多くを占めています。オリンピック・パラリンピックの開催に向けてスポーツ

への関心が高まることを活かし、今後も多くの市民が参加できるよう、大会を企画す

る必要があります。さらに、より広い層の市民が大会に参加できるよう、競技の種類、

能力に応じたコースなど、魅力あるスポーツイベントを企画することが重要です。 
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⁸    

(1) 運動やスポーツを始めるきっかけとなりそうなことについて 

運動やスポーツを始めるきっかけとなりそうなことは「自宅から近距離（徒歩圏）に運動で

きる場所や施設の整備」の割合が 56.3％と最も高く、次いで「公共スポーツ施設の低料金化」

の割合が 28.4％、「公共スポーツ施設の早朝・夜間等の利用時間の拡大」の割合が 16.3％と

なっています。 

 

 ╛☻ⱳכ♠╩ ╘╢⅝∫⅛↑≤⌂╡∕℮⌂↓≤ 
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(2) スポーツクラブやサークルに加入している人の割合について 

現在、スポーツクラブやサークルに「現在、加入している」の割合が 25.7％、「過去に加入

したことはあるが、現在は加入していない」の割合が 24.2％となっています。 

 

 ☻ⱳכ♠◒ꜝⱩ ☻ⱳכ♠ ה ╩ ╗ ⌐ꜟ◒כ◘╛ ⇔≡™╢ ─  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 全国や世界で茅ヶ崎市出身の選手が活躍することへの関心度について 

国民体育大会等全国レベル、あるいはオリンピック等世界レベルの大会で、茅ヶ崎市出身の

選手が活躍することに「非常に関心がある」と「やや関心がある」をあわせた“関心がある”

の割合が 76.9％、「関心はない」の割合が 15.9％となっています。 

 

 ╛ ≢ ﬞ ─ ⅜ ∆╢↓≤┼─  
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
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(4) スポーツの試合、大会等を見ることへの関心度について 

スポーツの試合、大会等を見ることに「とても関心がある」と「やや関心がある」をあわせ

た“関心がある”の割合が 71.2％、「あまり関心がない」と「まったく関心がない」をあわせ

た“関心がない”の割合が 24.9％となっています。また、年代別で見ると、年代が高くなる

につれて“関心がある”の割合が増加する傾向がみられます。 

 

 ☻ⱳכ♠─ ⁸ ╩ ╢↓≤┼─  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☻ⱳכ♠─ ⁸ ╩ ╢↓≤┼─  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茅ヶ崎市スポーツ・健康に関する市民アンケート調査結果（平成 27年 2 月） 
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ׄ  ᷂Ḣ Ҳ  

 

ׄ   ר

個人でも団体でも、地域で様々なスポーツを楽しめるよう、スポーツを通じた交流

を促進させます。スポーツを通じて生まれた交流の輪を地域から広げ、スポーツ交流

を発展させます。 

 

(1) ─ ─☻ⱳכ♠ ─  

   
 

・学校体育施設開放事業
【再掲】 

スポーツ健康課 

・教育施設課 

スポーツ施設の不足などの地域住民の声に応えるた

め、学校施設の効率的な利用を推進していくことを目

的として実施します。 

28～32 

・住区基幹公園等整備事
業 公園緑地課 

借地を含めた公園、緑地等の整備及び特定開発事業に

伴う公園、緑地等の提供により、緑やレクリエーショ

ン空間の確保を図ります。 

公園整備に当たり、地域住民と整備内容を検討する中

で、健康遊具の設置について提案し、増設を図ります。 

28～32 

・地域集会施設の利用促進 市民自治推進課 
地域集会施設の会議室等の軽スポーツや健康教室など

への利用促進を図ります。 
28～32 

・青少年広場の整備 青少年課 青少年の安全な居場所、遊び場を提供します。 28～32 

・卓球開放事業 

小和田公民館・ 

鶴嶺公民館・ 

松林公民館・ 

南湖公民館・ 

香川公民館・ 

青少年会館・ 

海岸青少年会館 

気軽なスポーツとして、卓球を楽しむことができ、ま

た仲間づくり、健康づくりの場とすることを目的とし

卓球開放を行います。 

28～32 

・地域交流事業「ふれあい
スポーツ広場」【再掲】 松林公民館 

障害者・高齢者・子どもとボランティアが一緒に気軽

にスポーツできる場を開設します。 
28～32 

・青少年トレーニング室
開放事業 青少年会館 

トレーニング室を開放し、青少年の体力向上と仲間づ

くりを図ることを目的として実施します。 
28～32 

新ハマミーナまなびプラ
ザ体育室の利用促進 文化生涯学習課 

体育室の利用を促進し、市民がスポーツに親しむきっ

かけを提供します。 
28～32 

新：新規事業 
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(2) ☻ⱳכ♠ ─ ה  

   
 

・茅ヶ崎市スポーツ推進
委員の育成・支援 スポーツ健康課 

スポーツ振興に必要な指導者を育成するため、研修会

や講習会等を開催します。また、スポーツ推進委員の

委員数を検討し、増員を図っていきます。 

28～32 

(3) ☻ⱳכ♠≤ ─ ⌐╟╢☻ⱳכ♠ ─  

   
 

・学校体育施設開放事業
【再掲】 

スポーツ健康課・

教育施設課 

スポーツ施設の不足などの地域住民の声に応えるた

め、学校施設の効率的な利用を推進していくことを目

的として実施します。 

28～32 

・地域と児童・生徒との
ふれあい事業 スポーツ健康課 

地区体育振興会等が児童・生徒に対し、ニュースポー

ツなどのスポーツ体験講座を開催します。 
28～32 

(4) ─ ╩ ⅛⇔√☻ⱳכ♠ ─  

   
 

・マリンスポーツ体験イ
ベントの実施 

スポーツ健康課 

・海岸青少年会館 

サーフィン、ボディボード、カヌーなど茅ヶ崎の特徴

である海を舞台に行われるスポーツの体験イベントを

行い、マリンスポーツを行うきっかけを提供します。 

28～32 

・海岸を利用した教室の
開催 スポーツ健康課 

茅ヶ崎の海岸を会場とし、広々とした景色、心地よい

潮風の中、サイクリングロードなどを利用したウォー

キング教室等を開催し、本市の魅力を再発見する機会

を提供し、スポーツや運動を習慣化するためのきっか

けを提供します。 

28～32 

新マリンスポーツの全国
大会の招致 スポーツ健康課 

茅ヶ崎海岸を会場としたサーフィンやスタンドアップ

パドルなどのマリンスポーツの全国大会の招致や開催

の支援を行い、スポーツを通して茅ヶ崎市の魅力を発

信します。 

28～32 

・ジョギング・ウォーキ
ングマップの作成 スポーツ健康課 

ジョギングやウォーキングに適したルートを選定し、

距離表示、消費カロリー表示等を記載し、運動の効果

が実感できるマップを作成します。 

28～32 

・コミュニティバスを活
用した健康づくり 都市政策課 

スタンプラリーなどのイベントや、地域や都市資源な

どを巡る推奨ルートの情報を基に、コミュニティバス

や路線バスを活用しつつ、歩くことで健康づくりを始

めるきっかけを提供します。 

28～32 

新：新規事業 
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ׄ  ֻḌ᷂Ḣ  

 

ׄ   ר

子どもから高齢者までのすべての人が、さまざまなスポーツを生涯にわたり身近な

地域で楽しめるよう、様々な種目に気軽に参加することができるスポーツクラブを育

成支援し、活用促進を図ります。 

 

(1) ☻ⱳכ♠◒ꜝⱩ─  

   
 

・総合型地域スポーツ 
クラブの育成 スポーツ健康課 

総合型地域スポーツクラブの創設を目指すクラブに対

して育成・支援を行っていきます。 
28～32 

(2) ☻ⱳכ♠◒ꜝⱩ─  

   
 

・総合型地域スポーツ 
クラブの活動支援 スポーツ健康課 

総合型地域スポーツクラブの継続的活動に向けて、市

民への周知を図るため啓発活動を行います。また、市

内スポーツ施設の優先利用により、活動場所を提供し

ていきます。 

28～32 
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ׄ  β∆ ͜ ᾚ  

 

ׄ   ר

市民の健康を支援する指導者を育成するとともに、活躍できる環境づくりを推進し

ます。また、地域におけるスポーツを通じた交流を推進するリーダーとしてスポーツ

指導者の活動を支援します。 

 

(1) ☻ⱳה♠כ ≠ↄ╡ ─ ┘  

   
 

新スポーツ指導者向け講
習会等の開催 スポーツ健康課 

市と市体育協会との共催で、スポーツ指導者向けに講

習会を開催します。また、スポーツ少年団において、

団所属の指導者の資質向上を目的に指導者向けの講習

会を開催します。 

28～32 

・スポーツ指導者の紹介 スポーツ健康課 
スポーツ指導を求めている市民へ、スポーツリーダー

バンクを活用し、指導者の情報提供を行います。 
28～32 

・中学校運動部活動指導
協力者の派遣と支援
【再掲】 

学校教育指導課 

・スポーツ健康課 

学校の要請に応じてスポーツリーダーバンクを活用

し、指導者の斡旋を行います。 
28～32 

・まなび人材事業の実施 文化生涯学習課 

専門的な知識や技術を持っている人や指導者にまなび

の市民講師としての登録を促します。また、まなびの

市民講師による自主企画の講座、展示会、発表会の開

催及び市民ニーズに応じた活動についての支援を行い

ます。 

28～32 

(2) ☻ⱳכ♠ ⁸ ≠ↄ╡⌐ ∆╢ ─  

   
 

・相談体制の充実 
スポーツ健康課 

・文化生涯学習課 

いつでも、どこでも、だれもが、いつまでもスポーツ

を通じて健康な生活を送ることができる生涯スポーツ

社会を実現するため、市民からのスポーツや健康にか

かるさまざまな相談に対応できる相談体制の充実を図

ります。 

28～32 

(3) ☻ⱳכ♠ ─ ─  

   
 

・茅ヶ崎市スポーツ推進
委員の活動支援 スポーツ健康課 

ニュースポーツ等の研修会の開催と内容の充実を図り

ます。また、県スポーツ推進委員連合会主催の大会や

講習会等への参加を支援します。 

28～32 

新：新規事業 
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ׄ  ̝ ͑ Ҳ  

 

ׄ   ר

全国的なスポーツ大会、県レベルのスポーツ大会への参加を支援し、市レベルのス

ポーツ大会の開催や関係団体への助成を通して競技スポーツの拡大を図ることで市民

が競技スポーツに親しめる機会を提供します。 

 

(1) ⌂☻ⱳכ♠ ┼─  

   
 

・全国大会等選手・役員
参加支援事業 スポーツ健康課 

全国大会等に出場する市民に祝金を交付し、参加を支

援していきます。また、全国大会の会場提供など大会

開催の支援を行っていきます。 

28～32 

(2) ꜠ⱬꜟ─☻ⱳכ♠ ┼─  

   
 

・県及び県種目協会主催
の各種大会への選手・
役員の派遣と支援 

スポーツ健康課 

神奈川県が主催する市町村対抗の競技会として開催さ

れる「かながわ駅伝競走大会」に市の代表として選手・

役員を派遣します。また、県レベルの大会の会場提供

などの大会開催の支援を行っていきます。 

28～32 

・障害者のスポーツ大会
への選手派遣の支援と
健康増進事業【再掲】 

障害福祉課 

神奈川県障害者スポーツ大会や全国障害者スポーツ大

会への選手派遣を支援し、障害者の大会参加への意欲

を高めるとともに健康の増進を図ります。 

28～32 

(3) ☻ⱳכ♠ ─ ─ ⁸  

   
 

・茅ヶ崎市総合体育大会
の種目の増加 スポーツ健康課 

市民の競技スポーツ活動の機会を提供するため市総合

体育大会における種目を増加していきます。 
28～32 

・関係団体への助成 
【再掲】 スポーツ健康課 

市内のスポーツ振興を図るため、関係団体へ事業に対

する補助金を交付します。 
28～32 

新全国レベルのスポーツ
観戦の機会の提供 スポーツ健康課 

湘南ベルマーレ及び横浜ベイスターズの試合観戦につ

いて、球団と連携をとり、市民にプロスポーツの観戦

の機会を提供します。 

また、サーフィンやスタンドアップパドルなどのマリ

ンスポーツの全国大会の招致や開催の支援を行い、全

国レベルのスポーツ観戦の機会を提供します。 

28～32 

新：新規事業 
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 Ḩ   Ҳ β∆ ⅎ Ḩ Ӳϐ 

 

  

 ☻ⱳכ♠ ה ≠ↄ╡─ ─  

市民アンケート調査の結果では、市の公共スポーツ施設に満足していない理由は「施

設の立地が悪い」、「施設の設備が不十分」、「利用に関する手続きが煩雑」が多くを占

めています。身近な施設で体を動かし、気軽にスポーツを楽しめるよう、交通アクセ

スの利便性の向上など、今後もスポーツ施設の充実が求められます。 

また、子どもの体力低下の問題に対応するため、子どもの外遊びの場所を増やすこ

とが望まれます。 

 

 ☻ⱳכ♠ ─ ⌂ ≤ ─  

施設管理については、引き続き市民サービスの向上を図るため、指定管理者と協議

を実施しながら、相互利用を含めた施設の運営・管理を実施していく必要があります。

また、安全性の確保については、施設の指定管理者がスポーツ用具の定期的な点検や

保管管理について一層の配慮を行うようにすることが重要です。 

また、市民アンケート調査の結果では、茅ヶ崎市で大きな大会を開催・誘致するこ

とによって「市民のスポーツや運動への関心喚起に役立つ」、「茅ヶ崎市を全国に紹介

することができる」、「茅ヶ崎市の経済に波及効果がある」の割合が多くを占めていま

す。マラソンブームの影響などで規模が拡大してきている大会や、参加者が増加して

いる冒険遊び場事業などについては効率的な運営体制の整備や、参加者が安心して参

加できる安全管理体制の一層の整備が課題となっています。 
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 ☻ⱳה♠כ ≠ↄ╡ ≤─ ה ─  

市民アンケート調査の結果では、この１年間に市や学区、自治会など地域で催され

たスポーツ行事に「参加しなかった」の割合が多くを占めています。 

市民のスポーツ実施率を高めるために、地域スポーツに関する多様な主体（行政、

独立行政法人、学校、スポーツ団体、地域の団体、民間事業者など）が連携・協働し

て、スポーツの推進を総合的かつ計画的に取り組んでいくことが重要となっています。 

また、市民アンケート調査の結果では、特に、民間のスポーツクラブの利用者が多

いことから、民間の事業者との連携が望まれます。 

 

 ☻ⱳה♠כ ≠ↄ╡⌐ ∆╢ ─  

市民アンケート調査の結果では、土曜日午前中に行っている小学校校庭・体育館の

一般開放事業について「知らない」の割合が多くを占めています。 

校庭・体育館開放など、認知度が低いものについては、施設毎の利用層の違いやニ

ーズを把握した上で、適切な情報提供等により有効活用を図ることが必要です。また、

スポーツ経験のない人、スポーツに触れる機会の少ない人々にとって、気軽に参加で

きる運動・スポーツ関連の行事や教室は貴重なきっかけとなることから、積極的な情

報提供等によりその存在をアピールし、参加者を増やすことが求められます。さらに、

広報における情報提供の充実とともに、各世代のニーズに応じた内容の情報を、それ

ぞれの世代に伝わりやすい適切な手段で提供することが必要です。 
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⁸    

(1) 市の公共スポーツ施設への満足度について 

市の公共スポーツ施設に満足している人は「わからない」の割合が 47.0％と最も高く、次

いで「どちらでもない」の割合が 18.0％、「どちらかといえば不満」の割合が 12.7％となっ

ています。 

 

 ─ ☻ⱳכ♠ ┼─  

 

 

 

 

 

 

 

 

1,507

2.0

9.1 18.0 12.7 6.0 47.0 5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2.0 9.1 18.0 12.7 6.0 47.0 5.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%



 

48  

 

(2) 市の公共スポーツ施設に満足していない理由について 

市の公共スポーツ施設に満足していない理由は「施設の立地が悪い」の割合が 45.4％と最

も高く、次いで「施設の設備が不十分」の割合が 37.6％、「利用に関する手続きが煩雑」の割

合が 34.8％となっています。 

 

 ─ ☻ⱳכ♠ ⌐ ⇔≡™⌂™  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 土曜日午前中の小学校校庭・体育館一般開放事業を知っている人の割合について 

土曜日午前中に行っている小学校校庭・体育館の一般開放事業について「知っている」の割

合が 26.5％、「知らない」の割合が 71.5％となっています。 

 

 ⌐ ∫≡™╢ ה ─ ╩ ∫≡™╢ ─  

 

 

 

 

 

 

資料：茅ヶ崎市スポーツ・健康に関する市民アンケート調査結果（平成 27年 2 月） 
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※ PFI 事業とは 

PFI（Private Finance Initiative）   民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して、公共施設等の建

設、維持管理、運営等を行う手法。 

 

ׄ  ρ Ϲὕ 

 

ׄ   ר

市民の健康づくりやスポーツ・レクリエーション活動に対する市民ニーズが多様化

している中、誰もが利用しやすい施設となるよう改善を図りながらハード、ソフト両

面からスポーツ施設の整備や既存スポーツ施設の有効活用を実施していきます。 

 

(1) ☻ⱳכ◄ꜞ◒꜠ה♠כ◦ꜛfi─≢⅝╢ ─ ⁸  

   
 

・（仮称）柳島スポーツ
公園整備事業 スポーツ健康課 

多様な市民ニーズに対応したスポーツ拠点として、総

合競技場、テニスコート、多目的広場、駐車場等の施

設を配置するとともに、緑地の確保や防災機能を備え

た施設整備を図ります。（PFI 事業※） 

28～29 

・住区基幹公園等整備事
業【再掲】 公園緑地課 

借地を含めた公園、緑地等の整備及び特定開発事業に

伴う公園、緑地等の提供により、緑やレクリエーショ

ン空間の確保を図ります。 

公園整備に当たり、地域住民と整備内容を検討する中

で、健康遊具の設置について提案し、増設を図ります。 

28～32 

・地域集会施設における
スポーツ・健康活動ス
ペースの確保 

市民自治推進課 

地域集会施設建設時は、地域住民のニーズに配慮した

スポーツ活動・健康づくりができるスペースを確保し

ます。 

28～32 

新スポーツ施設の整備・
改修 スポーツ健康課 

老朽化した既存のスポーツ施設等の改修を計画的に実

施し、良好なスポーツ活動の場の提供を図ります。 

また、公共施設の建替え時や民間が新たに施設を整備

する際に、スポーツ施設の整備を要望・誘導し、市民

のスポーツ活動の場が広がるよう努めます。 

28～32 

(2) ╩ ⅛⇔√☻ⱳכ◄ꜞ◒꜠ה♠כ◦ꜛfi─ ≠ↄ╡ 

   
 

・（仮称）柳島スポーツ
公園整備事業【再掲】 スポーツ健康課 

多様な市民ニーズに対応したスポーツ拠点として、総

合競技場、テニスコート、多目的広場、駐車場等の施

設を配置するとともに、緑地の確保や防災機能を備え

た施設整備を図ります。（PFI 事業※） 

28～29 

・冒険遊び場事業 青少年課 

市民団体との連携により、「市民の森」等を実施会場

として、自然環境の中で、子どもたちがのびのびと遊

ぶ多様な遊び場を提供します。 

28～32 

新：新規事業 
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(3) ☻ⱳכ♠ ─ ─  

   
 

・体育施設の利用促進 スポーツ健康課 

体育施設の施設概要や利用方法等の周知を充実させる

とともに、指定管理者と協議しながら、施設に対する

不満や要望等を把握し、誰もが利用しやすい施設とな

るよう改善を図りながら、施設の利用を促進していき

ます。 

28～32 

・自転車利用の促進 スポーツ健康課 

健康や環境への配慮を目的とし、体育施設窓口等で呼

びかけを行うなど、自転車の積極的な利用を促してい

きます。 

28～32 

(4) ─  

   
 

・学校体育施設開放事業
【再掲】 

スポーツ健康課 

・教育施設課 

スポーツ施設の不足などの地域住民の声に応えるた

め、学校施設の効率的な利用を推進していくことを目

的として実施します。 

28～32 

(5) ╛ ⌐ ⇔√ ─Ᵽꜞ▪ⱨꜞכ ─  

   
 

・既存施設のバリアフリ
ー化の推進 スポーツ健康課 

スポーツ施設等の新設や改修時に高齢者や障害者等に

配慮し、バリアフリー化を推進していきます。 
28～32 

(6) ☻ⱳכ♠ ≤─ ⌐╟╢☻ⱳכ♠ ─ ה  

   
 

・体育施設の運営・管理 スポーツ健康課 

体育施設の運営・管理については、指定管理者との協

議を実施しながら、市民サービスの向上を図ります。

特に施設に対する不満や要望をアンケート調査などに

より拾い上げ、改善を図っていきます。 

28～32 

・学校体育施設開放運営
委員会との連携・協力 

スポーツ健康課 

・教育施設課 

登録団体で構成される運営委員会及び学校との連携を

強化し、学校体育施設の効率的かつ適切な運営・維持

管理を行い、市民サービスの向上を図ります。 

28～32 

(7) ⌂ ─  

   
 

・神奈川県体育施設協会
への参画 スポーツ健康課 

神奈川県体育施設協会に参画し、神奈川県下における

社会体育施設相互の連絡を図り、効率的な施設の運用

について研究・協議していきます。 

28～32 

(8) ☻ⱳכ◄ꜞ◒꜠ה♠כ◦ꜛfi⌐ ∆╢ ⌂ ─  

   
 

・スポーツ・レクリエー
ションに関する総合的
な事業展開の推進 

スポーツ健康課 

スポーツ・レクリエーションの振興に関する財団の組

織化に伴い、体育施設の管理やスポーツ教室・スポー

ツイベントなどの自主事業の一体的な展開について研

究し、スポーツ・レクリエーションに関する事業を総

合的に推進していきます。 

28～32 
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ׄ  β∆ ͜ᶧ̱ Ӳϐ  

 

ׄ   ר

スポーツ・健康づくりについて、民間企業等とも連携を図りながら、各種の取り組

みを進め、市民の健康づくりを支援します。 

 

(1) ☻ⱳה♠כ ≠ↄ╡ ┼─ ≤ ה ─  

   
 

新スポーツ関係団体との
連携 スポーツ健康課 

茅ヶ崎市スポーツ推進審議会での意見交換や、スポー

ツ関係団体と連携を通して、市内のスポーツ振興を図

ります。 

28～32 

・スポーツ関係団体への
助成 スポーツ健康課 

市内のスポーツ振興を図るため、スポーツ関係団体へ

事業に対する補助金を交付します。 
28～32 

(2) ≤─ ה ─  

   
 

・民間企業等の福利厚生
としてのスポーツ活動
の推進 

スポーツ健康課 

職場でのメンタルヘルス対策として、また、従業員が

精神的充足感をもたらし豊かな生活を実現していくた

め、民間企業等に対し、従業員の福利厚生の一つとし

てスポーツ活動の促進が図られるよう働きかけを行っ

ていきます。 

28～32 

・各種大会・教室・イベ
ント等への民間企業の
参加の促進 

スポーツ健康課 

スポーツの振興を目的とし、広く参加者を募る市やス

ポーツ関係団体の企画する各種大会・教室等へ、地域

社会の一員として民間企業の参加を促していきます。 

28～32 

・民間企業等の保有する
体育施設の開放の要請 スポーツ健康課 

民間企業等が福利厚生などの目的で保有する体育館や

グラウンドなどの体育施設をその目的達成の支障とな

らない範囲で、地域へ一般開放を行っていただくよう

要請していきます。 

28～32 

新民間スポーツ事業者等
との連携によるスポー
ツイベントの開催 

スポーツ健康課 

民間スポーツ事業者及び団体と連携し、スポーツイベ

ントを開催し、市民がスポーツに親しむきっかけを提

供します。  

28～32 

新：新規事業 
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ׄ  β∆ Ḹ ͬ Ϲὕ 

 

ׄ   ר

いつでも、どこでも、だれもが、なにからでも始められるスポーツの情報提供を実

施し、市民のスポーツ参加意欲を高めます。また、必要としている人に情報が届くよ

う多様な手段を用いた情報提供に取り組みます。 

健康な心身づくりのための定期的なスポーツ実施の必要性について周知を図り、市

民のスポーツ実施率の向上につなげます。 

 

(1) ┼₈☻ⱳכ♠ ≤ ≠ↄ╡₉⌐ ∆╢  

   
 

・スポーツや健康に関す
る情報提供の充実 スポーツ健康課 

サークル情報コーナーを充実させるとともに、サーク

ル団体等が市民へ情報提供しやすい環境を整備してい

きます。 

28～32 

・相談体制の充実【再掲】 
スポーツ健康課 

・文化生涯学習課 

いつでも、どこでも、だれもが、いつまでもスポーツ

を通じて健康な生活を送ることができる生涯スポーツ

社会を実現するため、市民からのスポーツや健康にか

かるさまざまな相談に対応できる相談体制の充実を図

ります。 

28～32 

・茅ヶ崎ゆかりのスポー
ツ選手展示コーナーの
充実 

スポーツ健康課 

・文化生涯学習課 

茅ヶ崎ゆかりの人物館及び体育施設に、本市にゆかり

のあるスポーツ選手に関する展示コーナーを充実さ

せ、市民のスポーツ参加意欲を高めるとともに、応援

する機会を提供していきます。 

28～32 

・運動習慣確立及び体力
向上の啓発 学校教育指導課 

各小・中学校に「体力をつけよう（1 日 30 分、週 3 

日以上の運動をしよう）」というポスターを配布する

など、健康教育推進委員会において、運動習慣確立及

び体力向上に向けた啓発を推進します。 

28～32 

・市民まなび講座の実施 文化生涯学習課 

市民が自主的な学習機会を持つことができるよう、市

民で構成する団体からの要請に基づき市民の学習の場

に市職員を講師として派遣します。各課より提出され

た講座をメニュー化して提供します。 

28～32 

・学習情報誌（紙）の発
行 文化生涯学習課 

長期情報誌「生涯学習ガイドブック」を年 1 回、短期

情報紙「エコー・ちがさき」を年 4 回発行し、生涯学

習情報を提供します。 

28～32 
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(2) ⅛╠─ ─  

   
 

・アンケート調査の実施 スポーツ健康課 

市民のスポーツに関する意識、スポーツニーズ等を的

確かつタイムリーに捉えるため、公共施設等に用紙を

設置し、不特定多数の市民を対象とし、アンケート調

査を実施します。 

28～32 

・神奈川県体育施設協会
への参画【再掲】 スポーツ健康課 

神奈川県体育施設協会に参画し、神奈川県下における

社会体育施設相互の連絡を図り、効率的な施設の運用

について研究・協議していきます。 

28～32 
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第5 章   ǯ ˗  

 

   

中間目標値に対する現状について、市民アンケート調査等の結果等を基に分析し、

平成 32 年度に向けて新たな計画全体及び基本目標ごとの達成状況を測る指標を、次

のとおり設定します。 

 

Ẽ ⌐ ∆╢  

 
 

21  

 

27  

 

26  

 

32  

成人のスポーツ実施率 32.5% 41.0% 36.4% 50.0% 

 

ₒ ─ ⌐≈™≡─ ₓ 

現状値は、当初値より向上しているものの、中間目標値を下回っています。 

原因として、自宅から徒歩圏に運動できる場所や施設がないこと、若い世代ほど忙しくて、スポーツをする時間

が確保できないことが挙げられます。忙しい若い世代を含めて、だれもが、自宅から徒歩圏に運動できる環境づく

りや、短時間でできる運動の周知などを進めることで、スポーツ実施率を高めることができると考えられます。 
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≤

 
 

 

Ẽ ⌐ ∆╢  

 
 

21  

 

27  

 

26  

 

32  

ₒ ₓ ꜝ▬ⱨ☻♥כ☺⌐ ∂√ ☻ⱳכ♠─ ≤ ≠ↄ╡ 

①スポーツの実施を通して、自身が健康であると
認識している市民の割合 

43.6% 55.0% 46.3% 67.0% 

②各種教室開催数 24 教室 29 教室 3３教室 ３７教室※ 

※平成 26年時点で目標値を達成する見込みのため見直しをしたもの 

ₒ ─ ₓ 

①本計画全体の指標である「スポーツ実施率」と同様の増加率（約 150％）で目標値を設定。 

②ジュニア 1 教室、一般 3 教室の増加を設定。 

 

ₒ ─ ⌐≈™≡─ ₓ 

スポーツの実施を通して、自身が健康であると認識している市民の割合について、現状値は、当初値より向上し

ているものの、中間目標値を下回っています。 

成人のスポーツ実施率が伸びていないことが示すとおり、スポーツを実施している人が増えていないことが原因

と考えられます。あらゆる世代でスポーツができるようなきっかけの提供や、環境を整えるとともに、スポーツが

健康増進・維持につながることの広報活動が必要です。 

 

 

 

 
 

21  

 

27  

 

26  

 

32  

ₒ ₓ ☻ⱳכ♠ ה ≠ↄ╡╩ ⅎ╢ ≠ↄ╡ 

①小学校土曜日午前一般開放
事業及び総合型地域スポーツ
クラブの認知度 

土曜日午前開放 26.3% 33.0% 26.5% 40.0% 

総合型認知度 8.9% 12.0% 7.7% 14.0% 

②スポーツ推進委員数 74 人 97 人 82 人 120 人 

ₒ ─ ₓ 

①本計画全体の指標である「スポーツ実施率」と同様の増加率（約 150％）で目標値を設定。 

②近隣市の市民に対するスポーツ推進委員数の割合を基に、市民 1,000 人あたり 0.50 人として設定。 
 

ₒ ─ ⌐≈™≡─ ₓ 

小学校土曜日午前一般開放事業及び総合型地域スポーツクラブの認知度について、総合型地域スポーツクラブの

認知度の現状値は、当初値よりも下がっています。また双方とも中間目標値を大きく下回っています。 

認知度向上のためには、既存の広報活動だけではなく、あらゆる情報手段を利用し今まで以上に広報活動を活発

にすることが必要です。 

スポーツ推進委員数について、現状値は、当初値より向上しているものの、中間目標値を下回っています。人材

の確保にむけて、スポーツ推進委員候補者の推薦を依頼している各地区体育振興会とさらに連携を深めることが必

要です。 



 

56  

 

 
 

21  

 

27  

 

26  

 

32  

ₒ ₓ ☻ⱳכ♠ ה ≠ↄ╡╩ →╢ ≠ↄ╡≤ ה  

スポーツを十分に実施しており満足している市
民の割合 

11.2% 14.0% 13.6% 17.0% 

サークル情報コーナー掲載団体数 17 団体 620 団体 424 団体 800 団体 

ₒ ─ ₓ 

①本計画全体の指標である「スポーツ実施率」と同様の増加率（約 150％）で目標値を設定。 

②現状値（平成 21 年）は、ホームページ上でのサークル情報掲載 3 団体、総合体育館掲示板への紙での情報掲載

14団体の合計 17団体（会員募集のために掲載を行った団体）。 

目標値（平成 27 年）・（平成 32 年）は、会員を募集する団体に限らず、活動の情報を提供いただける団体を含め

た値を設定。 

目標値（平成 27年）は、学校体育施設等の登録団体数のおよそ半数に、体育協会等のスポーツ関係団体傘下の各

種目協会（連盟）に所属する団体を加えた数値を設定。目標値（平成 32 年）は、目標値（平成 27 年）に学校体

育施設等の登録団体の残りの半数を加えた数値を設定。 

 

ₒ ─ ⌐≈™≡─ ₓ 

スポーツを十分に実施しており満足している市民の割合について、現状値は、当初値より向上しているものの、

中間目標値を若干下回っています。 

年代が低い世代は、運動やスポーツに興味や欲求はあるが、時間に余裕がないため、スポーツを十分にできてい

ない状況です。時間に余裕がない年代が低い世代の方に対応したスポーツ環境づくりを進めることで、満足度が向

上すると考えられます。 

サークル情報コーナー掲載団体数については、現状値は、当初値より向上しているものの、中間目標値を下回っ

ています。 

原因は、本コーナーについての周知不足及びインターネット等の急速な普及により、必要な情報は紙媒体だけで

なく電子媒体でも手軽に得ることが可能になったことが挙げられます。しかしながら、本コーナーは、実際に市内

体育施設を利用している団体の生の情報が得られる貴重な場であることから、メンバー募集を希望している団体に

向けて、本コーナーが活用できることのさらなる周知と、本コーナーの申請方法や、掲載方法の利便性の向上を検

討する必要があります。 
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≤

 
 

 

   ˗  

第 4 章掲載の各事業の中から、施策の方向ごとに次の事業を重点事業と位置づけ、

目標を設定し、本計画を推進していきます。 

 

Ḩ  ꜘ β∆  

 

─ ᵑ ─ ה ≠ↄ╡─  

 ≤  

体力テストの開催 

（スポーツ健康課） 

自分の体力を認識し、スポーツを行うことのきっかけとするとともに
健康づくりに対する意欲を高めるため、体力テスト（測定）の機会を
体育施設や小学校体育施設等を利用し、提供しています。 

 
 

21  
 

27  
 

26  
 

32  

開催数 － 9 回 6 回 19 回 

ₒ ─ ₓ 

各地域で身近に体力テストが受けられるよう、目標値として、市内 19小学校での開催を設定。 

 

 

─ ᵒ ≥╙─☻ⱳכ♠┼─ ה ─  

 ≤  

ジュニアスポーツ事業 

（スポーツ健康課） 

子どもたちがスポーツの楽しさを体験できるようジュニアスポーツ教
室等を開催します。 

 
 

21  
 

27  
 

26  
 

32  

教室参加者数 201 人 280 人 510 人 560 人※ 

ₒ ─ ₓ 

計画策定時は、平成 32 年度までに 3 教室の増加を設定していたが、平成 26 年度に目標を達成したため、新たな目

標として平成 32年度までに 1 教室・50名の増加として設定。 
※平成 26年時点で目標値を達成したため見直しをしたもの 
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─ ᵓ ─☻ⱳכ♠ ─ ╩ ⇔√ ≠ↄ╡ה  

 ≤  

一般介護予防事業 

（高齢福祉介護課） 

高齢者が自主的に介護予防に関する知識の普及啓発や健康の維持、介
護予防に取り組めるよう、転倒予防教室、歌体操教室等を実施します。 

 
 

21  
 

27  
 

26  
 

32  

実施箇所数 14 箇所 20 箇所 22 箇所 

増加 

(平成 26 年

度比) 

ₒ ─ ₓ 

平成 29年度より事業が再編成されるため、目標値については平成 26年度比増加として設定。 

 

 

─ ᵔ ─☻ⱳכ◄ꜞ◒꜠ה♠כ◦ꜛfi┼─  

 ≤  

茅ヶ崎市障害者ふれあいス
ポーツ交流会の開催 

（障害福祉課） 

障害者が参加しやすい、スポーツ交流会を開催します。 

 
 

21  
 

27  
 

26  
 

32  

参加者数 204 人 250 人 168 人 300 人 

ₒ ─ ₓ 

障害者数の推計に参加率（3.0％）を乗じた人数を目標として設定。 

障害者数 平成 21年：7,332 人、平成 27年：8,389 人（推計）、平成 32年：9,239 人（推計）（計画策定時の推計） 
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≤

 
 

 

─ ᵕ ☻ⱳכ♠⌐ ⇔╗⅝∫⅛↑≤⌂╢ ה ─  

 ≤  

スポーツ教室等の開催 

（スポーツ健康課） 

市民のニーズに合わせたスポーツ教室を開催し、スポーツを始めるき
っかけづくりを提供します。 

 
 

21  
 

27  
 

26  
 

32  

開催数 

参加者数 

24 教室 

1,009 人 

29 教室 

－ 

33 教室 

1,977 人 

3７教室※ 

2,２00 人 

ₒ ─ ₓ 

施策の方向の見直しにより新たに教室開催数と参加者数を設定。目標値（平成 32 年）については、平成 26 年度の

実績で目標値達成が見込めることから、平成 32年度までに 4 教室・約 200名の増加を目標とする。中間目標値につ

いては、計画策定時に開催数のみ設定していたため、参加者数は空欄とした。 
※平成 26年時点で目標値を達成したため見直しをしたもの 

 

 

Ḩ  Ҳ β∆ ᷂Ḣ ṑ  

 

─ ᵖ ⌐⅔↑╢☻ⱳכ♠ ─  

 ≤  

茅ヶ崎市スポーツ推進委員
の育成・支援 

（スポーツ健康課） 

スポーツ振興に必要な指導者を育成するため、研修会や講習会等を開
催します。また、スポーツ推進委員の委員数を検討し、増員を図って
いきます。 

 
 

21  
 

27  
 

26  
 

32  

スポーツ推進 

委員数 
74 人 97 人 82 人 120 人 

ₒ ─ ₓ 

近隣市の市民に対するスポーツ推進委員数の割合を基に、市民 1,000 人あたり 0.50 人として設定。 

茅ヶ崎市の人口推計 平成 32年：240,934人（「茅ヶ崎市の人口について」（平成 19年 7 月）より） 
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─ ᵗ ☻ⱳכ♠◒ꜝⱩ─ ה  

 ≤  

総合型地域スポーツクラブ
の育成 

（スポーツ健康課） 

総合型地域スポーツクラブの創設を目指すクラブに対して育成・支援
を行っていきます。また、既存のクラブに対しては継続的な活動が確
保されるよう、支援を行うとともに、スポーツクラブ主催の事業など
を市広報紙等に掲載し、市民への周知、啓発活動を行います。 

 
 

21  
 

27  
 

26  
 

32  

団体数 

会員数 

2 団体 

618 人 

3 団体 

900 人 

4 団体 

968 人 

５団体※ 

1,５00 人 

ₒ ─ ₓ 

平成 26 年度までに目標値の１つである４団体の創設を達成したため、平成 32 年度までに新たに 1 団体の創設と、

会員数を 1,500 人とすることを目標として設定。 

※平成 26年時点で目標値を達成したため見直しをしたもの 

 

 

─ ᵘ ☻ⱳה♠כ ≠ↄ╡ ─ ─ ≤  

 ≤  

スポーツ指導者向け講習会
等の開催 

（スポーツ健康課） 

茅ヶ崎市体育協会との共催で、スポーツ指導者向けに講習会を開催し
ます。また、スポーツ少年団において、団所属の指導者の資質向上を
目的に指導者向けの講習会を開催します。 

 
 

21  
 

27  
 

26  
 

32  

開催数 

参加者数 
－ － 

各１回 

262 名 

各１回 

300 名 

ₒ ─ ₓ 

施策の方向の見直しにより新たに設定するもの。各講習会を年に 1 回開催し、平成 32年度までに参加者数を増加さ

せることを目標とする。当初値及び中間目標値については、計画策定時に定めていないため空欄とした。 
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≤

 
 

 

─ ᵙ ☻ⱳכ♠⌐┤╣╢ ─ ≤  

 ≤  

茅ヶ崎市総合体育大会の種
目の増加 

（スポーツ健康課） 

市民の競技スポーツ活動の機会を提供するため市総合体育大会におけ
る種目を増加していきます。 

 
 

21  
 

27  
 

26  
 

32  

種目数 － － 34 種目 35 種目 

ₒ ─ ₓ 

施策の方向の見直しにより新たに設定するもの。平成 32年度までに 1 種目の増加を目標とする。当初値及び中間目

標値については、計画策定時に定めていないため空欄とした。 

 

 

 ≤  

全国大会等選手・役員参加支
援事業 

（スポーツ健康課） 

全国大会等に出場する市民に祝金を交付し、参加を支援していきます。
また、全国大会の会場提供など大会開催の支援を行っていきます。 

 
 

21  
 

27  
 

26  
 

32  

全国大会等 

出場者数 
84 人 93 人 106 人 113 人※ 

ₒ ─ ₓ 

平成 26年度までに目標値であった 103人を達成したため、平成 32年度までにさらに、市総合体育大会開催種目 20

種目の半数の 10人の増加を見込んだ 113人を目標として設定。 
※平成 26年時点で目標値を達成したため見直しをしたもの 
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Ḩ  Ҳ β∆ ⅎ Ḩ Ӳϐ 

─ ᵚ ☻ⱳכ♠ ─ ה  

 ≤  

（仮称） 
柳島スポーツ公園整備事業 

（スポーツ健康課） 

多様な市民ニーズに対応したスポーツ拠点として、総合競技場、テニ
スコート、多目的広場、駐車場等の施設を配置するとともに、緑地の
確保や防災機能を備えた施設整備を図ります。（PFI 事業） 

 
 

21  
 

27  
 

26  
 

32  

整備の進捗状況 
基本構想策定 

基本計画着手 
建設工事着手 事業契約の締結 

開園 

（平成 29 年度末）※ 

体育施設の利用促進 

（スポーツ健康課） 

体育施設の施設概要や利用方法等の周知を充実させるとともに、指定
管理者と協議しながら、施設に対する不満や要望等を把握し、誰もが
利用しやすい施設となるよう改善を図りながら、施設の利用を促進し
ていきます。 

 
 

21  
 

27  
 

26  
 

32  

利用人数 437,307 人 548,400 人 541,602 人 608,000 人※ 

ₒ ─ ₓ 

（仮称）柳島スポーツ公園整備事業は、（仮称）柳島スポーツ公園整備基本計画（平成 22 年 9 月策定）の事業スケ
ジュールから設定。体育施設の利用促進は、当初値（平成 21年）に対し、温水プール利用者の増加人数及び既存施
設の稼働率増加を見込み、さらに（仮称）柳島スポーツ公園庭球場のナイター利用（2 区分）の増加（平成 21年相
模川庭球場の利用者より推計）を見込み設定。 
※（仮称）柳島スポーツ公園整備事業は、事業契約に基づき事業スケジュールの見直しをしたもの。体育施設の利用促進は、柳島

しおさい広場の県から市への移管による利用者増を見込み、また、（仮称）柳島スポーツ公園の事業者からの提案に基づく利用者

数を踏まえ見直しをしたもの。 

 

─ ᵛ ☻ⱳה♠כ ≠ↄ╡ ─ ≤ ה ─  

 ≤  

スポーツ関係団体との連携 

（スポーツ健康課） 

茅ヶ崎市スポーツ推進審議会での意見交換や、スポーツ関係団体と連
携を通して、市内のスポーツ振興を図ります。 

 
 

21  
 

27  
 

26  
 

32  

審議会開催数 

関係団体の会議

への出席 

－ － 

2 回 

 

40 回 

2 回 

 

40 回 

ₒ ─ ₓ 

施策の方向の見直しにより新たに設定するもの。本市のスポーツ振興について審議するため茅ヶ崎市スポーツ推進

審議会を年 2 回開催し、また、スポーツ関係団体が開催する会議等に年間 40回出席し、スポーツ関係団体との連携

を深めることを目標とする。当初値及び中間目標値については、計画策定時に定めていないため空欄とした。 
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≤

 
 

 

─ ᵜ ☻ⱳה♠כ ≠ↄ╡─ ─  

 ≤  

スポーツや健康に関する情
報提供の充実 

（スポーツ健康課） 

スポーツや健康に関するイベント・講座・施設情報などを掲載した案
内を作成し、広報紙とともに配布を行います。また、サークル情報コ
ーナーを充実させるとともに、サークル団体等が市民へ情報提供しや
すい環境を整備していきます。 

 
 

21  
 

27  
 

26  
 

32  

サークル情報コー
ナー掲載団体数 

17 団体 620 団体 424 団体 800 団体 

ₒ ─ ₓ 

現状値（平成 21 年）は、ホームページ上でのサークル情報掲載 3 団体、総合体育館掲示板への紙での情報掲載

14団体の合計 17団体（会員募集のために掲載を行った団体）。 

目標値（平成 27 年）・（平成 32 年）は、会員を募集する団体に限らず、活動の情報を提供いただける団体を含め

た値を設定。 

目標値（平成 27年）は、学校体育施設等の登録団体数のおよそ半数に、体育協会等のスポーツ関係団体傘下の各

種目協会（連盟）に所属する団体を加えた数値を設定。目標値（平成 32 年）は、目標値（平成 27 年）に学校体

育施設等の登録団体の残りの半数を加えた数値を設定。 
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第6 章   ǵ ̱Ѱ 

 

  ̱Ѱ 

計画の基本理念である「スポーツを通して健康なまち ちがさき」を実現するため、

施策を推進する庁内関係機関で構成される茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画連絡調整会

議において、横断的に事業の進行状況の確認及び検証を毎年実施し、その結果を茅ヶ

崎市スポーツ推進審議会に報告します。これを受け、茅ヶ崎市スポーツ推進審議会に

おいて各課の担当する事業の進行状況等について審議をしていきます。計画の進行状

況については、ホームページなどで公表していきます。 

 

 

計画指標及び重点事業については、平成 32（2020）年度を最終目標値とした指標

を設定しています。市民アンケート調査を平成 31（2019）年度に実施し、事業の進

行状況の検証結果等を勘案しながら、次期計画の策定を行っていきます。 
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─

 
 

 
計画の推進や進行管理等にあたっての推進体制 

 

 

 

 

 
 

 

ῴ⁸ ᾃ ̝ 

茅ヶ崎市スポーツ推進審議会を開催し、茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画における各課

の担当する事業の進行状況を審議し、基本目標や重点事業の進行管理を行っていくとと

もに、計画の見直し等の審議を行っていきます。 

＜構成メンバー＞ 

市民（公募）、学識経験者、茅ヶ崎市体育協会、茅ヶ崎体育振興会連絡協議会、 

茅ヶ崎市レクリエーション協会、茅ヶ崎市スポーツ推進委員協議会、茅ヶ崎市小学校長

会、茅ヶ崎市中学校長会 

 

 

 

 

 

ῴ⁸ Ḩ ̝  

茅ヶ崎市スポーツ振興基本計画連絡調整会議を開催し、事業の進行状況の確認及び検

証を行っていきます。 

＜構成メンバー＞ 

スポーツ・健康をはじめとして、教育、文化生涯学習、福祉、まちづくり等のスポーツ

振興に関わる関係課 

 

 

 

 

 

 

 

─ ─  

┘  

─ ⁸ 

─ ⇔ ─  
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  ֺʺ̱ ☻Ҋѝ  

本計画の基本理念である「スポーツを通して健康なまち ちがさき」の実現に向け

ては、「市民」、「民間企業／スポーツ・健康づくり関係団体」、「行政」が役割分担をし

ながら、協働して取組を進めていく必要があります。次に各主体の役割分担の方向性

を示します。 

 

 

 

⁸ ☻Ҋ  

基本理念の実現に向け、市民が、生活の中に積極的にスポーツを取り入れ、主体的

に健康づくりをしていくことが必要です。また、各種教室・イベントでは、企画段階

から、行政、民間企業及びスポーツ・健康づくり関係団体と連携、参画していくこと

がスポーツの推進につながります。 

スポーツを生活の中に取り入れるには、市民がスポーツ・健康づくりに関する情報

を積極的に収集することが必要です。また、自らも必要とする情報を発信し、施設や

イベントに関する要望や改善点などを挙げていくことが必要です。 

また、行政や関係団体の支援のもと、市民自らが、スポーツ・健康づくりの指導者

として地域で活躍すること、総合型地域スポーツクラブの育成に自主的・主体的に携

わっていくことが必要です。 
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̔ / β∆ ͜ᶧ̱ ☻Ҋ 

 

民間のスポーツクラブ等の民間事業者は、市民が気軽に親しめるスポーツや運動メ

ニューを開発し、提供していくことが市民のスポーツ活動の推進に必要です。 

一般企業では、従業員向けにはスポーツ活動に関するサービスの提供、市民向けに

はグラウンドや体育館の開放が求められます。また、市民のためのスポーツ大会等の

開催、スポンサーとなるようなことは市民のスポーツ活動の活性化につながります。 

（仮称）柳島スポーツ公園整備事業においては、本市初の PFI 事業であり、従来の

ような直営方式とは異なり、民間事業者が持つノウハウを活用することによって、安

くて質の高い公共サービスを効率的に提供することが必要です。 

 

 ﬞ ♠כⱳ☻ה  

平成２８年３月時点の現状において、本市の市営スポーツ施設は、（公財）茅ヶ崎市

文化・スポーツ振興財団が、指定管理者として管理・運営を行い、利用者アンケート

などを通じて、利用者のニーズを捉え、施設の利便性を高めてきました。今後も、公

益性を保ちながら、そのノウハウを発揮し、施設機能をさらに向上させることや、多

様化する市民ニーズに効果的・効率的に対応し、市民サービスの向上と効果的・効率

的な施設管理による経費の縮減等を図ることが不可欠です。 

また、スポーツと健康に関連した事業を総合的に展開していくことで、スポーツ環

境の整備が進行し、成人のスポーツ実施率の向上につながります。 

 

☻ⱳה♠כ ≠ↄ╡  

各種教室・イベントでは、企画段階から行政、市民と連携して参画すること、及び、

専門性を活かして運営へ関与していくことが求められます。また、利用しやすいスポ

ーツ環境づくりの推進もスポーツの活性化には必要です。ほかにも、行政との連携の

もと、多くの市民がスポーツ活動を実施するための働きかけを行っていくことが求め

られます。 
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☻Ҋ  

健康づくりへの関心の高まりとともに、スポーツ・レクリエーション活動に対する

市民ニーズは高くなっています。市民ニーズを的確に捉え、市の進む方向性を示して

いきます。また、各種教室やイベントにあたっては、ニーズを踏まえながら内容につ

いて検討していきます。 

スポーツ活動・健康づくりを支える地域環境づくりとして、地域におけるスポーツ

活動の推進、総合型地域スポーツクラブの育成・支援、スポーツ・健康づくり関係団

体や指導者の育成・支援、競技スポーツ活動の機会の提供に取り組むほか、指導者の

人材登録・派遣体制の構築や相談体制の充実を図ります。 

スポーツ活動・健康づくりを広げる基盤づくりのため、スポーツ施設の整備・充実

や、スポーツ・健康づくり関係団体との連携のもと施設の運営・管理を実施します。 

また、PFI 事業となる（仮称）柳島スポーツ公園整備事業では、民間事業者の維持管

理・運営に対して、市が示している要求水準を満たしているかモニタリング等を実施

して、市民が満足して利用できるような施設となるようチェック体制を整えます。 

さらに、「スポーツと健康づくり」に関する定期的な情報発信・情報収集に努めます。 

本市がスポーツを通して健康なまちとなるよう、行政が主体的に、市民、スポーツ

推進審議会やスポーツ・健康づくり関係団体、民間企業と関わり、積極的に働きかけ、

本計画の進行管理を行い、スポーツ振興を推進していきます。 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 


